
　◎子どもの表記 　　こども、子どもが混在

　令和４年９月に国から「こども」の表記についての判断基準が示さ

れ、特別な場合（法令に根拠があるもの、事業名等）を除き、平仮名

表記の「こども」を用いることとします。

　また、本計画の基本理念の「子ども」は第１期から継承している

ため引き続き「子ども」表記とします。

　P１　　第１章から「子ども・子育て支援事業計画の基本的記載 　　P１　

事項」を削除

変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P５　文章の修正 　P3

第１章 子ども・子育て支援事業計画の策定にあたって 

１ 計画の策定趣旨 

我が国の少子化は急速に進行しており、合計特殊出生率は、平成２９年では 1.43、令和５年で

は 1.20 と減少傾向が続いています。また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化による子

育て家庭の孤立や子育てに不安を抱える保護者の増加、共働きの増加に伴う低年齢児の保育ニ

ーズの増大など、家庭環境や地域における子育てをめぐる環境の著しい変化の中にあり、これら

の変化に対応すべく子育て環境の整備が求められています。 

そのため、国においては、平成２４年８月、子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、

「子ども・子育て関連３法」を成立させ、これらの法律に基づく「子ども・子育て支援新制度」の開始

に当たり、質の高い幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を図るために、

市町村ごとに「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとしました。令和元年１０月からは、こ

どもたちに対し生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て

世代の経済的な負担軽減を図ることを目的として幼児教育・保育の無償化が実施されるとともに、

共働き家庭等の「小１の壁」を打破し、次代を担う人材を育成するため、全ての児童が放課後等を

安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう「新・放課後子ども総合プラン」を策

定するなど、子ども・子育てに関する新たな取り組みを進めてきました。 
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P６　大分県の計画名の変更、市の関連計画に佐伯市自殺対策 　P４

計画を追加

　P７　表の変更 　P５
 

令和 

 ２年度 

令和 

 ３年度 

令和 

 ４年度 

令和 

 ５年度 

令和 

 6 年度 

令和 

 7 年度 

令和 

 8 年度 

令和 

9 年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

第２期 佐伯市子ども・子育て支援事業計画 第３期 佐伯市子ども・子育て支援事業計画 

計画策定 
必要により適宜見直し 
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P８　文章の修正 　P６

削除 　　P8～10　　６　子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項

　P11　こどもの表記の追加 前回掲載なし
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P13　文章の修正 　P15

　P16　文章の修正 　P18

　P19　文章の修正 　P21
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P33　文章の修正 　P35
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P34　文章の修正 　P36
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P35文章の修正 　P37
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P49　文章の修正 　P51

　P49　「子ども」表記についての追加 前回掲載なし

　P50　文言の修正 　P52

　P51　文言の修正 　P53

施策の方向性３　①地域における子育て・子育ち支援サービスの充実 施策の方向性３　①地域における子育ち・子育て支援サービスの充実

施策の方向性６　地域における子育て・子育ちの支援 施策の方向性６　地域における子育ち・子育ての支援
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P54　文章の修正、「拡充」の追加 　P56

　P56　担当課の修正 　P57

◎情報モラル教育の推進（担当課：学校教育課） ◎情報モラル教育の推進（担当課：情報推進課）

10



変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P56　文章の修正 　P58

　P56　施策の追加 　P58
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P57　文章の修正 　P59

　P57　施策名の変更 　P59
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P58　拡充の追加

　P59　文言の修正 　P61
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P60　文言の修正 　P62

　P60　文章の修正 　P62

　P60　文章の修正 　P63
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P61　文章の修正 　P63

　P63　文章の修正 　P65
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P65　文言の修正 　P67

　P67　文章の修正 　P69
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P68　文章の修正 　P70

　P68　施策の追加（佐伯市子どもの居場所づくり推進事業） 　P70

 施策の再掲（子ども食堂・学習支援）
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P69　施策の再掲 　P70

　P70　文章の修正 　P72
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P71　文章の修正、施策の追加 　P73

　P73　文章の修正 　P75
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P74　「新規」の追加 　P76

　P76　文章の修正 　P78

　P80　推計人口の表の変更 　P82

　前回11歳までの人口推計の表を掲載しましたが、17歳までの表に 　11歳までの人口推計の表を掲載

変更しました。
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

　P81～83　表示形式の変更 　P83～85

　教育・保育の量の見込み（令和7年～令和11年）について、表示 　年度ごとの表示、量の見込みと確保方策は検討中。

形式を年度ごとから各号ごとに変更しました。

　併せて量の見込みと、確保方策を算出しました。

　P91、93　量の見込みと確保方策の算出 　P94～95

児童育成支援拠点事業 　量の見込みと確保方策は検討中。

親子関係形成支援事業

子育て世帯訪問支援事業

　P95　文章の追加 前回掲載なし

　５　子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び

当該教育・保育の推進に関する体制の確保

６　子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保

P97　文章の修正 　P99

　１　市民それぞれの役割を基本的視点を踏まえ修正しました。
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変更後 変更前

第2回子ども・子育て会議（令和6年10月31日）からの変更点

令和6年11月29日

【資料１】

P98　文章・表の修正 　P100
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